
・給排水設備関係業務、運転管理業務等、大規模な包括的民間委託を実施。 業務内容については、モニタリン
グマニュアルを整備し、適時適切に成果の検証を行っている。
・アセットマネジメントに基づく経営戦略等を策定し、中・長期的な更新需要や財政収支の見通しを立て、健
全経営に取り組んでいる。

「令和３年度 優良地方公営企業総務大臣表彰」の受賞について

２ 本市上下水道事業の取り組み

経営の健全性が確保されており、かつ、他の地方公営企業の模範となる取
組を行っている地方公営企業を対象として、総務大臣表彰を行っています。
※平成26年度に創設、今年度で７回目。(令和2年度はｺﾛﾅ禍で実施なし)

１ 優良地方公営企業総務大臣表彰とは

戸田市上下水道事業が、他の地方公営企業の模範となる取組を行っている地方公営企業として、
「令和３年度 優良地方公営企業総務大臣表彰」を受賞しました。

資料６

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　総務省では毎年、経営の健全性が確保されており、かつ、他の地方公営企業の模範となる取組を行っている地方公営企業を対象として、大臣表彰を行っています。　第７回目となる令和3年度の被表彰企業として、本市の上下水道事業の受賞が決定いたしました。　選考に当たっては、各公営企業の取組の実施状況を中心に、有識者会議による意見聴取が行われ、それらを総合的に判断し決定されたものです。　本市の上下水道事業の取り組みとして評価された点としては、上下水道窓口業務及び浄水場、ポンプ場等の上下水道施設の運転管理業務について、包括的に業務を委託する包括委託を、適切に成果の検証を行いながら継続して実施していることなどが、評価されたものでございます。 　　今後も、上下水道事業それぞれの使命である、「安全な水道水を安定的に供給すること」及び「衛生的で快適な生活環境を支え、さらに、雨水を速やかに排除及び貯留することにより、市民の生命・財産を浸水被害から守ること」を、確実に実施していくため、経費削減及び業務効率化の視点を継続的に持ちながら、中長期的な視点に立った事業経営を行ってまいります。※選考基準の概要◇経営の健全性が確保されている（損益計算書の経常損益で直近実績期＋見込期において利益計上等）◇他の公営企業の模範となる経営及び運営が行われている（経営戦略の策定等、８つの評価ポイント※）◇地域で公共の福祉を増進するために運営されている　※経営戦略の策定、料金適正化、広域化、民間的経営手法の導入、ストックマネジメント、企業債残高管理、　　情報公開、人材育成過去の表彰企業＜令和２年度＞コロナ禍により表彰実施されず＜令和元年度＞◇香川県広域水道企業団（水道事業）◇熊本県荒尾市（水道事業）◇千葉県柏市（下水道事業）＜平成３０年度＞◇兵庫県企業庁（水道事業）◇大津市企業局（下水道事業）◇上越市ガス水道局（ガス事業） ＜平成２９年度＞◇盛岡市上下水道局（水道）◇長野県企業局（水道）◇北九州市上下水道局（水道）◇山梨県企業局（電気）＜平成２８年度＞◇岩手中部水道企業団（水道）◇松江市上下水道局（水道）◇尼崎市都市整備局（下水道）＜平成２７年度＞◇埼玉県企業局（水道）◇長門川水道企業団（水道）◇奈良県水道局（水道）◇周南市上下水道局（水道）◇鹿児島県和泊町（水道）◇北九州市上下水道局（工水）◇宮崎県企業局（電気）◇習志野市企業局（ガス）＜平成２６年度＞◇八戸圏域水道企業団（水道）◇東京都水道局（水道）◇横浜市水道局（水道）◇八代市水道局（水道）◇徳島県企業局（工水）◇群馬県企業局（電気）◇大津市企業局（ガス）◇豊中市上下水道局（下水）
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